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施策No.２７ 治水対策の推進
１ 主な治水対策について

・ 河川管理者との協議要望
本市に流れる柳瀬川や黒目川は流域が広く、洪水や渇水の影響が広範囲に及ぶため、一級河川として、埼玉

県が河川管理者として維持管理を行っている。その中で、川は上流から土砂が運ばれ河床が底上げされている
ので、集中豪雨の際などに水位が上昇することで、市域の雨水が排水できなくならないように、定期的に河床
の浚渫工事（川底をすくい土砂を撤去する工事）を要望している。

・ 開発行為に伴う雨水対策指導
都市計画法において、一定の面積以上で建築物等の建設を目的として土地の区画等を変更する場合、事業者

側は事前協議等を自治体と行って許可を得なければならないとされており、本市では、新座市開発行為等の基
準及び手続に関する条例に基づき、事業者側に対して雨水を抑制するべき技術基準を設定して指導を行ってい
る。

・ 大型浸透貯留施設の整備
令和５年の台風２号の影響に伴う集中豪雨において、大和田二・三丁目の一部地域の家屋が浸水するといっ

た被害を受け、当該地区の雨水対策として大和田水辺の丘公園の東側駐車場（約５００㎡）の地下に雨水貯留
施設を整備した。
【工事概要】

雨水貯留量 1,148．64㎥ 工期 令和６年２月9日～５月31日

２ 課題

・ 効果的な貯留施設の整備について
近年の集中豪雨に対応するため、早急な取組が求められている中、過去の浸水履歴や想定以上の降雨をシ

ミュレーションして浸水エリアを抽出し、雨水対策の検討を進めていかなければならないが、効果的な貯留施
設を設置するための場所の選定に費やす時間や整備に係る予算の確保が課題である。き続き、下水道施設の適

切な維持管理や改築更新、雨水管、貯留管の整備による内水対策などのハード面での対



施策No.２８ 河川・水路環境の整備
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１ 主な対策について

・ 柳瀬川遊歩道の舗装整備について
一級河川である柳瀬川は、埼玉県が河川管理者であり、舗装の整備に当たっては整備後の維持管理を地元自

治体が行うことが協議事項となっている。
当該遊歩道は、柳瀬川沿いに整備された「大和田水辺の丘公園」へ通じる散策路にもなっており、未舗装区

間の整備は近隣の市民からも多くの声が寄せられていた。
この度、埼玉県との協議が整ったことで本市域の柳瀬川遊歩道はすべて舗装整備され、憩いの水辺の空間づ

くりのほか、当該公園までのアクセスについての利便性が向上した。

２ 課題

・ 野火止用水の整備
野火止用水は、昭和１９年に「史蹟名勝天然紀念物保存法」に基づき史蹟（地方的）として指定され、昭和

３０年には埼玉県文化財保護条例が制定されたことで埼玉県の史跡として指定替えされている。このことから、
その維持管理における整備については、現状の保護が最重要事項であり、そのための関係機関との協議には十
分な時間と予算を確保していく必要がある。

内水対策などのハード面での対



施策NO.２９ 上水道の安定供給

１ 新座市水道事業の概要について
・ 公営企業である新座市水道事業は、市民の日常生活に欠くことのできない「水」を提供する役割を果たして

おり、安全で強靭な水道の持続のため、災害に強く、しなやかで、安全な水道を目指し、水道施設の更新や震
災対策を推進しています。

・ 令和５年度の給水人口は１６５,８９６人（７９,５１０戸数）で、給水普及率は９９.９％であり、１日平均
配水量は４６,５４８㎥/日、有収率は９５.６％となっています。

・ 市内に３つの浄水場と１つの給水場を有し、水道管の延⾧は約４２０ｋｍとなっています。

２ 言葉の定義
・新座市水道事業経営戦略

市民の生活基盤である水道サービス水準の維持向上を図るとともに、将来にわたり安定的・継続的な事業経
営を推進するための中⾧期的な経営の基本計画です。計画期間を令和７年度から令和１６年度とし、計画期間
の中間時である５年経過後（令和１２年度）に見直し予定です。

・新座市上水道第７次施設整備事業計画
「安全で強靭な水道の持続」を目標に、各浄水場の水道設備や配水管の更新計画を定めた計画です。計画期

間を令和３年度から令和７年度とし、令和８年度から第８次施設整備事業計画を策定する予定です。

・有収率
水道事業において、料金を徴収できる水量の割合のことです。具体的には、配水量（浄水場から送り出され

た水量）のうち、料金として収入になる有収水量（実際に料金を徴収できた水量）の割合を指します。有収率
が高いほど、水道事業の経営効率が良いとされます。 有収率低下の主な原因は漏水です。



施策NO.２９ 上水道の安定供給
・新座市水道施設再配置基本計画

浄水場を運用しながら、各浄水場の統廃合による再配置等の可能性について検討した、浄水場の施設整備の
基本計画です。

・基幹管路
水道水を供給する上で重要な、導水管、送水管、配水本管を指します。具体的には、水源から浄水場へ水を

送る導水管、浄水場から他浄水場の配水池へ水を送る送水管、そして配水池から各家庭に水を供給する配水管
のうち、口径３００ｍｍ以上の管を配水本管と呼びます。

※イメージ図

井戸

井戸

井戸

埼玉県の浄水場

西堀浄水場

片山浄水場

家家

家 家

導水管

送水管（県管理）

送水管（市管理）

配水本管

配水支管

:基幹管路



施策NO.２９ 上水道の安定供給
３ 課題

・ 水道施設や設備の老朽化に伴い、限られた用地で浄水場を運用しながら施設の更新を行う必要があります。
・ 昭和４０年から５０年代の拡張事業で整備した水道管を中心に老朽化が進行しており、大規模漏水が発生す

る前に更新（耐震化）を行う必要があります。
・ 今後、給水人口の減少に伴い水需要も減少傾向で推移し、給水収益の減少が見込まれる中、限られた予算

や職員体制で効率的かつ効果的に事業を進めなければなりません。

４ 解決策
・ 職員技術の維持・確保を図りながら、民間事業者の技術力を活用（官民連携）して、新座市水道施設再配置

基本計画を進めます。
・ 新座市上水道施設整備事業計画において、各水道施設更新の方針を定め、計画的に更新事業を進めます。
・ 更新事業は国の交付金を活用して進めていきます。
・ 経営状態を安定させるための手段として、自助努力による費用の削減に取組んでいますが、必要に応じて定

期的に料金水準の見直しを行い財源を確保します。














